
年 月 日
( 西暦)

内      容     要      旨 出       所 あ  て  先

45.  2. 12
( 1970)

  昭和44年12月2日付け長井住宅地区施設内道路については、 「 一部
共同使用と し 、 他は接収解除の上、 本市公道と し たい。 」 旨回答

市   長 横須賀防衛施
設事務所長

45.  5.  1   提供施設の返還、 防衛施設の集約移転について要望書提出
（ 要旨）
・ 従来数次にわたって返還要望をし てき たが、 一部の解除方針が示さ れただけであ
る 。
・ 国防については本市も こ れをよ く 認識し ている も のである が、 憲法の規定に基づき
市民の意志を反映し 立法さ れた旧軍港市転換法の立市の基盤が覆えさ れる も のであっ
てはなら ないと 信ずる 。
・ 本市と し ては、 国家的要請と の調和を顧慮し ながら も 、 政府によ り 基地、 防衛施設
の集約移転と その合理的かつ高度の利用が図ら れる こ と によ って、 旧軍港市転換法の
所期し た平和産業港湾都市が実現さ れる よ う 強く 望んでやま ない。
・ 本市と し ては、 こ の際政府が旧軍港市転換法の精神に則り 、 本市所在の米軍及び防
衛施設に関し 、 下記の如き 本市の利用計画をご認識のう え、 その返還と 集約移転につ
き 特段の配意を賜る よ う 市民の総意に基づき 強く 要望する 。
（ 返還等要望施設）
○返還要望中の施設
・ 久里浜倉庫地区……企業誘致、 研究所、 従業員宿舎等に利用（ 47. 3. 22全面返還）
・ 旧追浜海軍航空隊施設……所在企業の敷地拡張、 返還地先海面も 埋立てる 計画
（ 47. 4. 3・ 48. 2. 10返還）
・ 海軍兵員ク ラ ブ……付近商店街の近代化に活用する ( 54. 7. 28日米合同委員会で返還
について合意、 58. 10. 28返還）
・ 横須賀海軍施設（ ガント リ ー船台隣接地区） ……ガント リ ー船台地区と 一体的に活
用する
・ 長井住宅地区……農地に返還し 、 恒久的に優良畑作農地と し て保全（ 52. 12. 15日米
合同委員会で返還について基本的に合意）
○新規返還要望施設
・ 横須賀海軍施設（ 艦船修理部） ……国家的要請に対応でき る 民間企業に再編成し 、
日米船舶の修理を併せ行う よ う 活用する （ 49. 2. 14日米合同委員会で共同使用の合
意。 １ ～３ 号ド ッ ク 海上自衛隊、 ４ ～５ 号ド ッ ク 民間と それぞれ共同使用）
・ 衣笠弾薬庫……公園墓地と し て活用する （ 47. 3. 15全面返還）
・ 横須賀海軍施設（ 楠ヶ 浦三笠側岸壁及び楠ヶ 浦、 桐ヶ 先前面制限水域） ……横須賀
新港の関連施設と し て小型係船岸施設及び防波堤の建設（ 54. 3. 8日米合同委員会で上
記水域に接する 稲岡地区の返還が合意57. 1. 29返還）
○集約移転要望施設（ 自衛隊施設）
・ 比与宇火薬庫……長浦港港湾関連施設と し て活用（ 49. 6. 6浦郷倉庫地区の一部共同
使用合意）
・ 武山射撃場……学校、 公園、 公営住宅用地と し て活用する （ 50. 3. 31長坂射撃場へ
集約移転）

市長、 市議会
議長

総理・ 外務・
大蔵・ 自治・
運輸・ 通産各
大臣、 防衛
庁・ 防衛施設
庁両長官・ 衆
議院・ 参議院
両議長

45.  6.  5 旧追浜海軍航空隊施設の海上自衛隊によ る 共同使用について協力要請
「 市内の海上自衛隊の一部（ 横須賀補給所、 防備隊、 潜水艦基地隊、
水雷調整所） が暫定的に共同使用し たい。 」

横浜防衛施設
局長

市長

45.  6. 11 同上について合意の回答
「 本市は、 当施設の全面返還を受け、 工業団地化する 計画である 。 今
回の海上自衛隊の使用計画が暫定的なも のである と さ れたので同意を
する が、 下記事項を要望する 。 」
1. 前面水域の制限解除を要望する 。
2. 地先水面埋立の際は、 協議に応ずる こ と 。

市   長 横浜防衛施設
局長

45.  6. 26 長井住宅地区米軍専用道路の一部返還及び共同使用について申請（ 昭
和48年3月29日一部返還）

市   長 横浜防衛施設
局長

基地対策のあゆみ　 昭和４ ５ 年( 1970年） ～昭和５ ４ 年（ 1979年）
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年 月 日
( 西暦)

内      容     要      旨 出       所 あ  て  先

基地対策のあゆみ　 昭和４ ５ 年( 1970年） ～昭和５ ４ 年（ 1979年）

45. 12. 21
( 1970)

第12回日米安全保障協議委員会における 検討事項発表

「 在日米陸海空軍及び関連在日施設・ 区域の整理統合計画」 （ 横須賀
関係要旨）

1． 米国は昭和46年6月末ま でにその活動を縮小し 、 横須賀には大幅に
縮小さ れた規模の在日米海軍司令部並びに小規模の海軍兵站及び通信
支援部隊を存続さ せる 。 第７ 艦隊の旗艦及び第７ 潜水艦群の兵站補給
活動の一部は、 佐世保海軍基地に移動する 。

2． 横須賀地区における 海上自衛隊の施設の統合のため、 艦船修理部
を除く 当該地区の米海軍施設の一部返還の可能性につき 両政府間で引
続き 協議が行われる 。

3． 米国は、 港湾及び管理、 住宅施設の一部を引続き 保持する が、 そ
の他の若干の施設、 特に６ 号ド ッ ク を除く 艦船修理部を日本政府に返
還する 。 米側は、 同修理部の返還後も 米海軍艦船の修理のため同施設
の利用が可能と なる よ う にと の希望を表明し 、 日本側は米国側が必要
に応じ 、 当該施設を利用し う る よ う な然る べき 契約によ る 取決めを結
びう る よ う 援助する ため最善の努力を払う 。

4． 了承さ れた整理措置は、 米軍雇用の日本人従業員約１ 万名（ 横須
賀基地以外も 含む） の解雇を伴う 見込みである 。 日米双方と も その再
就職を援助する ため、 あら ゆる 努力を払う と の意向を確認し た。 米側
は、 大部分の場合雇用終了90日の期間が置かれる よ う 所要の措置をと
る 旨確約し た。

外務省情報文
化局発表

45. 12. 24 米軍の整理統合に伴う 要望書を提出
1. 返還の艦船修理施設は、 政府が民間に提供し 、 離職者がその職場に
定着でき る よ う 方策を講ずる こ と 。
2. 商工振興その他行政の向上のために施設区域の返還について配慮要
望

市   長 総理･労働･運
輸･外務･大蔵
各大臣､防衛
庁･防衛施設
庁両長官､地
元選出国会議
員

46.  1. 21
( 1971)

横須賀市基地対策協議会設置（ 第１ 回基地対策協議会開催） 横須賀市基地
対策協議会

46.  2.  2 旧追浜海軍航空隊施設の地先水面埋立について埋立計画の了承と 制限
水域の解除要望

市　 長 外務･大蔵･運
輸各大臣､防
衛庁･防衛施
設庁両長官ほ
か

46.  3. 30 在日米軍施設・ 区域の整理統合計画の一部再調整について
「 第12回日米安全保障協議委員会において了承さ れた在日米軍施設・
区域の整理統合計画の実施について検討、 協議を続けた結果、 横須
賀、 横浜地域に関する 計画については、 次のよ う な再調整が適当であ
る と 認めら れる にいたった。
（ 横須賀関係のみ要旨）
1. 艦船修理部の返還は、 昭和46年６ 月末ま で延期さ れる 。
2. 第７ 艦隊旗艦及び第７ 潜水艦群の一部の佐世保海軍基地への
  移動は行われない。
3. 昭和46年６ 月末ま でに離職を予定さ れていた横須賀、 横浜地域の米
軍日本人従業員約4, 300人は引き 続き その職にと ど ま る こ と になる 。

外務省情報文
化局発表
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年 月 日
( 西暦)

内      容     要      旨 出       所 あ  て  先

基地対策のあゆみ　 昭和４ ５ 年( 1970年） ～昭和５ ４ 年（ 1979年）

46.  4. 27
( 1971)

「 在日米軍施設・ 区域の整理統合計画の一部調整について」 に対する
意見と 要望書提出
1. 整理統合計画が３ ヶ 月で改めら れたこ と は、 国家的施策に不信を抱
かし める
2. 本市の平和産業港湾都市の建設を理解さ れ、 施設の返還を要望する

市　 長 総理･外務･大
蔵･自治･通
産･運輸各大
臣､防衛庁･防
衛施設庁両長
官

46.  7.  5 艦船修理部の返還が１ 年延期（ 外務省46. 6. 30発表） よ り 再延長さ れ
る こ と なく 返還する よ う 要望

市　 長 在日米大使
米国務長官

46.  7. 13 基地返還について意見書提出 市議会議長 防衛庁･防衛
施設庁両長
官､外務大臣

46. 10.  4 横須賀市における 防衛施設の整理統合の処理方針について同意要請

1. 米側から 返還を受ける 施設及び区域
 ( 1) 旧追浜海軍航空隊施設地先水面の制限区域は返還をう ける 。
 ( 2) 旧追浜海軍航空隊施設
海上自衛隊が使用し ている 部分約43, 000㎡を除き 返還をう ける 。
ただし 、 返還は、 海上自衛隊によ る 潜水艦及び水雷調整所関係の使用
が確定し たと き 行
う 。 なお、 市が工業団地造成に係わる 区画整理を行う 際、 改めて協議
する 。
 ( 3) 久里浜倉庫地区
返還をう ける 。 ただし 、 米軍のじ ん芥処理場の他地区への移設につい
て、 市が責任をも って適切に処理する 。
 ( 4) 海上自衛隊比与宇火薬庫
用途廃止する 。 ただし 、 浦郷倉庫地区の使用と の関連において行う 。

2. 海上自衛隊の使用する 施設
 ( 1) 吾妻倉庫地区( 水雷調整所と し て使用する 。 )
 ( 2) 衣笠弾薬庫弾薬庫( 集積所と し て使用する 。 )
 ( 3) 浦郷倉庫地区( 一部を弾薬庫と し て使用する 。 )
3. 横須賀海軍施設
 ( 1) 将来の利用については、 市の平和産業への転用の意向を十分尊重
し て、 今後協議する 。

横浜防衛施設
局長

市   長

46. 10. 12 昭和46. 10. 4付け防衛施設の整理統合計画について協力要請 市   長 地元県会議員

46. 10. 14 同上について意見書提出（ 市政特別対策委員会） 市議会議員 市   長

46. 10. 18 同上について協力要請 市   長 地元選出国会
議員

46. 11. 29 昭46. 10. 4付け要請について本市の旧軍港市転換法に立脚し た平和産
業港湾都市建設の市是を十分認識さ れ、 その理解に立っての結論を認
め同意する 旨通知

市   長 横浜防衛施設
局長

46. 12.  6 旧追浜海軍航空隊施設の地先水面埋立及び制限水域の返還を要望 市   長 防衛庁長官、
大蔵大臣ほか
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年 月 日
( 西暦)

内      容     要      旨 出       所 あ  て  先

基地対策のあゆみ　 昭和４ ５ 年( 1970年） ～昭和５ ４ 年（ 1979年）

46. 12. 28
( 1971）

第７ 艦隊空母の横須賀母港化反対要望 市長・ 市議会
議長

外務大臣､防
衛庁防・ 衛施
設庁両長官、
在日米国大
使､在日米軍
司令官

47.  1. 21
( 1972)

「 米空母の横須賀母港化反対に関する 決議」 可決 市議会

47.  1. 26 横須賀海軍施設艦船修理部の返還を要望「 艦船修理部の返還は、 昭和
47年６ 月ま で延期さ れたが、 再延期する こ と のないよ う 要望する 」

市   長 総理･外務･大
蔵･運輸各大
臣､横浜防衛
施設局長

47.  2.  5 横須賀市基地対策協議会（ 第２ 回）  開催
市民大会開催を決議（ 第１ 回協議会は46. 1. 21）

横須賀市基地
対策協議会

47.  2.  7 「 米海軍横須賀基地司令官が横須賀市のごみ捨場を使用する こ と に関
する 協定」 が締結
  協定者   米海軍横須賀基地司令官  ：  横須賀市長
（ 協定内容）
久里浜倉庫地区を日本政府に返還する のと 引き 替えに、 米海軍又はそ
の機関が横須賀市のごみ捨場を無償で使用する こ と ができ る 。

47.  2. 12 横須賀市基地対策市民大会開催
1. 米海軍艦船修理部の早期返還
2. 米空母の横須賀母港化反対を決議

横須賀市基地
対策市民大会

47.  2. 17 横須賀市基地対策市民大会決議書提出 横須賀市基地
対策市民大会

防衛庁、 外務
省、 運輸省、
米国大使ほか

47.  2. 18 同上 在日米海軍司
令部

47.  3.  4 旧追浜航空隊施設の地先水面の制限水域の返還要望、 区域の変更を要
望

市   長 横浜防衛施設
局長

47.  3. 31 米海軍艦船修理部の返還について再調整を発表
1. 米国政府は、 昭和46年３ 月、 １ 年延期が合意さ れた横須賀艦船修理
部のう ち６ 号乾ド ッ ク を除く 部分の返還に関し て、 その実施ぶり を再
調整し たいと の意向を日本側に伝えてき た。
2. 協議の結果次のと おり 了承さ れた。 艦船修理部（ ６ 号乾ド ッ ク を除
く ） のう ち、 返還後日本側と し て海上自衛隊が管理運営する こ と を現
在予定し ている １ 号から ３ 号ま での乾ド ッ ク 及びこ れに付属する 施
設、 設備と 民間によ る 運営が考えら れている 残余の部分につき 、 それ
ぞれ米海軍艦船修理等の必要を充分満たし う る 如き 然る べき 共同使用
の取決めないし は然る べき 契約によ る 取決めについて、 現在行われて
いる 日米関係当局間の協議を鋭意続け、 双方にと り 合意でき る よ う な
協議が整い次第、 こ れら の施設を日本側へ返還する 。 それま での間
は、 米海軍が従来ど おり こ れを維持運営する 。
3. 前記が了承さ れた結果と し て、 現在艦船修理部に勤務する 日本人従
業員については、 艦船修理部の全体的取扱いが決定する ま での間は、
その解雇は行われないこ と が確認さ れた。

外務省情報文
化局発表
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年 月 日
( 西暦)

内      容     要      旨 出       所 あ  て  先

基地対策のあゆみ　 昭和４ ５ 年( 1970年） ～昭和５ ４ 年（ 1979年）

47.  4. 24
( 1972)

横須賀海軍施設艦船修理部の返還及び攻撃型空母の横須賀母港化反対
について要望

市長市議会議
長

外務･運輸両
大臣､防衛庁･
防衛施設庁両
長官､在日米
国大使

47.  6. 12 横須賀海軍施設艦船修理部の返還について要望 市   長 総理･外務･運
輸･大蔵各大
臣防衛庁･防
衛施設庁両長
官

47.  6. 30 横須賀海軍施設艦船修理部の返還について要請
「 政府発表は、 ６ 月末返還と 発表さ れている が、 速やかに一括返還さ
れたい。 」

市   長 総理･外務･大
蔵･運輸各大
臣､防衛庁長
官

47.  7.  5 同上要望 市   長 在日米国大使

47.  7. 20 横須賀海軍施設艦船修理部の返還に関する 意見書、 ベト ナム問題に関
連し て住民の不安解消に関する 意見書（ 7. 17決議） 提出

市議会議長 総理･外務･運
輸･大蔵各大
臣防衛庁･防
衛施設庁両長
官

47.  8. 12 米国戦車輸送に横須賀海軍施設を利用する こ と のないよ う 要請 市   長 外務･建設両
大臣､防衛庁･
防衛施設庁両
長官

47.  8. 19 米軍戦車輸送に対する 本市内国道16号線の道路状況について要望 市   長 建設大臣

47. 11. 15 「 米海軍横須賀基地に関連する 諸問題について」 意向照会
1. 米国政府は、 乗組員家族を海外に居住さ せる 計画を有し ている が、
第７ 艦隊き 下の通常型航空母艦１ 隻（ ミ ッ ド ウ ェ イ の予定） の乗組員
家族（ 約1, 000世帯程度） を市内及び周辺の民家を借り 上げて居住さ
せる 。
こ のためには、 新たな施設・ 区域の提供を要する も のではない。 政府
と し ては、 本件家族居住は、 安保条約及びその関連取極上差支えない
も のと 考えている 。
2. 追浜地区の土地造成事業のための米軍提供水域の一部解除に関し て
は、 日米合同委員会施設分科委員会において、 日本側提案のど おり 提
供水域の一部解除に同意する 旨の回答を得た。
3. 米海軍艦船修理部の一部（ １ ～５ 号乾ド ッ ク ） の返還問題は、 日米
関係当局間において協議を継続し ている が、 結論を得る に至っていな
い。
政府と し ては、 従来の了解ど おり 、 返還を実現する と の前提の下に、
こ の際中間的措置と し て地位協定第２ 条第４ 項（ ａ ） によ る 共同使用
によ り 、 日本側の実際的使用を実行に移す。
こ の場合１ ～３ 号乾ド ッ ク は海上自衛隊に、 ４ 、 ５ 号乾ド ッ ク は、 し
かる べき 民間事業者に使用さ れる 。 なお、 こ の共同使用措置のため
に、 日本人従業員の解雇はない。 （ 47. 11. 12本照会に対し て回答）

外務省アメ リ
カ局長

市   長
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年 月 日
( 西暦)

内      容     要      旨 出       所 あ  て  先

基地対策のあゆみ　 昭和４ ５ 年( 1970年） ～昭和５ ４ 年（ 1979年）

47. 11. 16
( 1972)

「 横須賀海軍施設の一部共同使用について」 同意要請と その後の事情
通知
1. 47. 3. 31外務省発表の主旨に鑑み再調整の結果、
政府と し ては１ ～３ 号乾ド ッ ク を海上自衛隊に、 ４ 、 ５ 号乾ド ッ ク
を、 し かる べき 民間事業者に、 それぞれ地位協定第２ 条第４ 項（ ａ ）
によ り 使用さ せる よ う 施設特別委員会に提案し 、 米側と 協議に入る 予
定。
よ って、 １ ～３ 号乾ド ッ ク 及びこ れに付属する 施設・ 設備の共同使用
についてあら ためて同意の協議をする 。 （ 47. 11. 21本件について回
答）
2. 「 防衛施設の整理統合に係る その後の事情」 の通知

( 1) 旧追浜海軍航空隊施設
横須賀防衛隊の使用は暫定的であり 、 市が行う 追浜地区工業団地造成
計画と の関連において、 施設の集約等を図る 。
( 2) 衣笠弾薬庫
海上自衛隊が本施設を使用する にあたって、 市の都市計画を十分尊重
し 、 事業計画に支障のないよ う 措置する 。
( 3) 比与宇火薬庫
使用廃止については、 浦郷倉庫地区の整備を年度内に開始し 工事完了
後速やかに実施する 。
( 4) 浦郷倉庫地区
吾妻倉庫地区に予定し ていた水雷調整所の配置が遅延し ている ので、
その一部を本施設に設置する 。
( 5) 旧追浜海軍航空隊施設地先水面の制限区域の返還の同意を得た。
( 6) その他
本市の昭45. 5. 1付け要望書に含ま れている 陸上自衛隊武山Ｂ 射撃場
は、 Ａ 射撃場の整備を図る こ と によ り 、 市の要望に添う 。 その際、 本
施設の一部を自衛隊の宿舎用地と し て利用し たい。

横浜防衛施設
局長

市   長

47. 11. 21 昭47. 11. 15付け外務省アメ リ カ局長の照会に対し 、 現状やむを得ない
も のと し て了承する 旨回答
1. 乗組員家族を居住さ せる 旨の申し 入れについては、 市民の中で基地
の恒久化、 機能の拡大強化につながる も のと 危惧する も のも あり 、 又
寄港に伴う 市民生活への影響を特に考慮願いたい。
原子力航空母艦の寄港は将来にわたっても ないよ う 特に配慮さ れた
い。
2. 旧追浜海軍航空隊施設地先米軍提供水域の一部解除については、 そ
の早期実現を要望する 。
3. 米海軍艦船修理部の一部（ １ ～５ 号乾ド ッ ク ） の返還ま での中間的
措置と し ての共同使用［ 地位協定第２ 条第４ 項（ ａ ） ］ は現状におい
て止むを得ないが、 速やかに具体的使用のあり 方を調整さ れたい。
なお、 調整については、 本市の意向を十分参し ゃく の上処置さ れた
い。

市   長 外務省アメ リ
カ局長

47. 11. 21 昭47. 11. 16付け横浜防衛施設局長の同意要請に対する 回答
「 艦船修理部の共同使用の開始は、 海上自衛隊、 民間事業者が同時に
実施する こ と 及びこ れに関連する 施設・ 区域等については本市と 十分
協議がなさ れる こ と を前提と し て同意する 。 」

市   長 横浜防衛施設
局長

47. 12. 26 横須賀海軍施設隣接水域の一部返還が昭47. 12. 11日米合同委員会の承
認を得た旨の通知
1. 返還区域における 埋立及び建設は、 残さ れる 提供水域内における 米
軍等の活動を妨げないよ う にする こ と 。
2. 提供水域を通って返還水域の往来は、 前も って米海軍横須賀基地司
令官と 調整し 、 同司令部の承認を受ける こ と 。

横浜防衛施設
局長

市   長
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年 月 日
( 西暦)

内      容     要      旨 出       所 あ  て  先

基地対策のあゆみ　 昭和４ ５ 年( 1970年） ～昭和５ ４ 年（ 1979年）

48.  5. 22
( 1973)

横須賀海軍施設艦船修理部の一部共同使用について、 使用区域内定の
同意要請

横浜防衛施設
局長

市   長

48.  6. 11 同上について回答
「 現状においては止むを得ないも のと し て同意する が、 次の諸点につ
いて配慮願いたい」 旨要望
1. 共同使用はあく ま で返還ま での中間的措置である ので、 速やかに返
還実現に努力さ れる よ う 、 ま た当地区の将来の利用については、 本市
と 十分協議ねがいたい。
2. 艦船修理部の従業員の解雇はないと の見解である が、 共同使用によ
り 不利益な労働条件を強いら れる こ と のないよ う 配慮ねがいたい。
3. 民間事業者の共同使用（ ４ ， ５ 乾ド ッ ク ） については運輸省、 民間
事業者、 米軍と の間で細部協定を明確にする こ と 。
4. 海上自衛隊の便益のため、 民間事業者のみが不利益な取扱いをう け
ないよ う にする こ と 。
5. １ ～３ 号乾ド ッ ク は、 海上自衛隊の艦船修理施設と し て同意し たの
である から 、 潜水艦基地と 使用区分を明確にする こ と 。

市   長 横浜防衛施設
局長

48.  9. 24 米海軍通常型空母ミ ッ ド ウ ェ イ の横須賀寄港について事前通知さ れる
よ う 依頼

市   長 在日米海軍司
令官

48.  9. 26 同上依頼 市   長 外務省アメ リ
カ局長

48. 10.  1 武山Ｂ 射撃場の自衛隊の使用辞退について確認書調印 市   長 横浜防衛施設
局長

48. 10.  4 10月５ 日米空母ミ ッ ド ウ ェ イ が横須賀に入港する 旨の通知
市長声明発表
   「 ……ミ ッ ド ウ ェ イ の入港問題についても 、 可能なら ばこ れを避
けて貰いたいが現状はやむを得ないも のと 解し ている 。
ただ、 いわゆる 「 核兵器の持ち込み」 問題については絶対に有り 得な
いこ と を信じ ている が、 若し 万が一にも その懸念がある 場合は、 断固
と し て入港に反対する も のである 。 ……」

市   長

48. 10.  5 米空母ミ ッ ド ウ ェ イ が、 いわゆる 母港化後、 初めて６ 号ド ッ ク に入港
し た。

48. 11.  6 第12回日米市長、 商工会議所会頭会議出席に際し て、 次の施設・ 区域
の返還を要望
1. 海軍兵員ク ラ ブの全面返還（ 再要望）
2. 長井住宅地区の全面返還（ 再要望）
3. 横須賀海軍施設の一部（ 稲岡地区） の返還（ 新規要望）
（ 以上３ 施設は52. 12. 15日米合同委員会で返還が基本的に合意さ れ
た。 ）

市   長 米政府

49.  1. 29
( 1974)

横須賀海軍施設の一部（ 稲岡地区） の返還要望 市   長 総理･大蔵･外
務各大臣､防
衛庁･防衛施
設庁両長官ほ
か

49.  2.  5 米原子力艦船寄港地の放射能調査不備の問題発生に伴い、 調査体制の
整備、 調査結果の通知、 措置の公表等を要望

市   長 総理･外務･自
治各大臣､科
学技術庁長官
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年 月 日
( 西暦)

内      容     要      旨 出       所 あ  て  先

基地対策のあゆみ　 昭和４ ５ 年( 1970年） ～昭和５ ４ 年（ 1979年）

49.  2. 14
( 1974)

日米合同委員会で横須賀海軍施設艦船修理部の一部共同使用に
ついて合意
（ 概要）
1. 所在地： 神奈川県横須賀市本町
2. 面積等： 艦船修理部（ 約30万㎡） のう ち
  土 地  約82, 400㎡  (  内訳）   海上自衛隊  約 27, 100㎡
                               運輸省     約 55, 300㎡
 
  建 物  22棟( 約9, 800㎡)  ( 内訳） 海上自衛隊
                                 9棟（ 約3, 650㎡）
                               運輸省
                                13棟（ 6, 130 ㎡)

日米合同委員
会

49.  2. 22 米原子力艦船の放射能調査体制が確立する ま で原子力艦船の横須賀寄
港を見合わせる よ う 要望

市   長 総理･外務･自
治各大臣､科
学技術庁長官

49.  2. 25 旧海軍軍需部跡地（ 吾妻倉庫地区の一部） の提供施設の一部返還要望
  1. 返還要望面積： 約4, 700㎡
  2. 利用計画： 海上自衛隊比与宇火薬庫の移転を機会に国有未利用地
を含め、 臨海地区を拡張の上、 長浦港周辺関連施設の整備を図る 。

市   長 総理･外務･運
輸各大臣防衛
庁･防衛施設
庁両長官ほか
( 協力要請) 県
知事･地元選
出国会議員県
会議員､市議
会議長

49.  4.  1 横須賀海軍施設艦船修理部の一部共同使用にあたって、 日米間の細部
調整について要望
1. 乾ド ッ ク 使用についての調整
2. 民間企業関係者等の出入の円滑化
3. 艦船修理部従業員の雇用の確保と 労働条件の調整
4. 民間並びに海上自衛隊の公平な取扱いと 安定的使用

市   長 横浜防衛施設
局長横須賀防
衛施設事務所

49.  6.  5 原子力軍艦の放射能調査体制が確立さ れた旨の通知 科学技術庁原
子力局長

市   長

49.  6.  6 浦郷倉庫地区の一部共同使用について合意
（ 概要）
1. 共同使用者： 海上自衛隊
2. 面積等： 浦郷倉庫地区（ 194, 303㎡） のう ち
土  地 :  86, 705㎡
地役権 :  13, 404㎡
建  物 :  3棟543㎡
  工作物 :  一式（ 地下弾薬庫、 水道、 下水など ）
（ し かし 、 日米間における 弾薬庫等の保管基準が相違する こ と など か
ら 、 現地協定の締結を見る こ と ができ なかった。 ）

日米合同委員
会

49.  9. 10 鉄道側線（ 国鉄横須賀駅と 横須賀海軍施設の間の引込線） 使用権合意
の取消方要望（ 50. 5. 30返還）

市   長 防衛施設庁長
官

49. 10.  7 米議会原子力合同委員会軍事利用小委員会においてラ ・ ロ ッ ク 海軍退
役少将が「 核兵器搭載能力のある 艦船は、 核兵器を搭載し ている 。 」
と 述べたと いう 報道に対し て、 「 今回の発言内容が事実と すれば、 本
市と し ては核装備可能な米国艦船の横須賀港寄港を拒否せざる を得
ず、 さ き に容認し た米空母ミ ッ ド ウ ェ イ の寄港についても 撤回せざる
を得ない。 政府においては、 早急に事態の究明を行われたい。 」 旨の
要望及び声明を発表

市   長 総理・ 外務両
大臣、 内閣官
房長官
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年 月 日
( 西暦)

内      容     要      旨 出       所 あ  て  先

基地対策のあゆみ　 昭和４ ５ 年( 1970年） ～昭和５ ４ 年（ 1979年）

49. 10.  8
( 1974)

ミ ッ ド ウ ェ イ 入港の情報によ り 「 ラ ・ ロ ッ ク 証言に関する 一連の事実
関係が明ら かにさ れる ま での間、 ミ ッ ド ウ ェ イ の横須賀寄港を見合わ
せら れる よ う 」 緊急申し 入れ。

市   長 外務大臣、 在
日米国大使

49. 10.  9 ミ ッ ド ウ ェ イ の横須賀寄港を見合わせる こ と を要望（ 電報打電） 市   長 総理・ 外務両
大臣、 在日米
国大使

49. 10. 10 ミ ッ ド ウ ェ イ の横須賀港入港に対し ての抗議及び善処方要望 市   長 総理・ 外務両
大臣

49. 10. 12 「 米海軍艦艇の核兵器積載に関する 意見書」 を可決 市議会

49. 10. 12 核兵器の日本国内持ち込み問題について米国政府の回答に対する 政府
の明確なる 見解の表明を要望

市   長 総理・ 外務両
大臣

49. 10. 22
ラ ・ ロ ッ ク 発言について政府見解の通知
（ 要約）
1.   米軍によ る 核兵器のわが国への持ち込みは、 安保条約第６ 条の実
施に関する 交換公文に基づき 事前協議によ り 、 同意を要する こ と に
なっている が、 従来こ のよ う な事前協議が行われた事例が一度も ない
ので、 わが国に核兵器を持ち込んでいないこ と に疑いはない。

2. ラ ・ ロ ッ ク 発言は、 米国議会上下両院原子力合同委員会軍事利用小
委員会における 公開の聴聞会で行われたも のであり 、 サイ ミ ント ン委
員会の質問に対する 答弁の中で「 核兵器搭載能力のある 艦船は核兵器
を搭載し ている 」 と 述べた点である 。
こ れは、 一般的に述べたも ので、 特にわが国を念頭において発言さ れ
たも のでないこ と は明ら かである 。 なお、 ラ ・ ロ ッ ク 提督が海軍軍艇
を指揮し て日本を訪問し たこ と はない。

3. し かし 、 政府と し ては、 ラ ・ ロ ッ ク 発言の重大な影響にかんがみ、
米国政府の立場を明ら かにする よ う に要請し た結果、 次の米国政府の
見解を得た。
( 1) 米国は、 日本政府の意志に反し て核兵器を日本に持込むこ と はな
い。
( 2) ラ ・ ロ ッ ク 発言は、 米国政府の見解を代表し う る も のではない。
( 3) こ れら 全体と し て意味する と こ ろは、 ラ ・ ロ ッ ク 発言は正し く な
いと いう こ と である 。
4. 政府が核兵器については非核三原則を堅持し ている こ と は明確であ
る から 、 核持込みに関し て米国政府から 事前協議があった場合には、
こ れを断る 考えである 。

外務事務次官 市   長

49. 10. 30 横須賀海軍施設艦船修理部の一部共同使用の細部事項に関する 現地協
定締結

横須賀米海軍
基地及び横須
賀防衛施設事
務所

49. 12. 16 海上自衛隊横須賀防備隊の集約移転の促進を要望 市   長 防衛庁･防衛
施設庁両長官
ほか

50.  3. 10
( 1975)

「 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する 法律」 によ る 特定防衛施
設（ 横須賀港に所在する 防衛施設） 関連市町村と し て指定を受けた。

横浜防衛種施
設局

市   長

9



年 月 日
( 西暦)

内      容     要      旨 出       所 あ  て  先

基地対策のあゆみ　 昭和４ ５ 年( 1970年） ～昭和５ ４ 年（ 1979年）

50.  3. 31
 ( 1975)

合衆国軍隊構成員に対する 自動車税の税率改訂について通知

軽自動車  ４ 輪車以上のも の       1, 800円（ 現行300円）
３ 輪車又は２ 輪のも の     　     　   600円（ 現行300円）
２ 輪の小型自動車                   600円（ 据置）
原動機付自転車                     300円（ 新設）

県総務部長 市   長

50.  4. 18 米軍基地内に所在する いわゆる ト レ ーラ ーハウ ス に対する 固定資産税
及び都市計画税の取扱いについて通知。
1. 日米合同委員会において固定資産税及び都市計画税を課税する こ と
ができ ない旨合意さ れた。
2. 昭40. 2. 19付け自治固第24号青森県総務部長あて自治省固定資産税
課長回答は廃止する 。
3. ト レ ーラ ーハウ ス には課税でき ないこ と になったので、 昭和50年度
から 施設等所在市町村調整交付金交付要綱第２ 条第２ 号に規定する 米
軍資産と し て配分算定基礎に加える こ と になる 。

県総務部長 市   長

50.  5.  2 横須賀海軍施設内に横浜海浜住宅地区（ 旧１ 号地） の代替住宅427戸
の建設に着工

横浜防衛施設
局

50.  5. 12 （ 口頭によ る 通知）
今ま で佐世保に１ 年間配置さ れていた戦闘補給艦ホワ イ ト プレ ーンズ
が横須賀に配備替えさ れる 。 乗組員家族94世帯程度が来横する 。

在日米海軍指
令部

市   長

50.  5. 23 在日米司令部発表
1. 米海軍は、 佐世保における 特定の支援施設を統合する 。 ただし 、 燃
料基地及び弾薬貯蔵施設は引続き 全面的運営をする 。
2. こ の統合によ り 佐世保海軍施設の特定部分は、 日本政府に返還さ れ
る こ と になる 。
3. こ の組織替に関連し てＵＳ Ｓ ホワ イ ト プレ ーンズは、 横須賀に配備
さ れる 。 ま た、 米海軍海外家族住宅計画は、 引続き 関係する こ と にな
る 。

在日米司令部
発表

50.  5. 28 「 横須賀基地の強化反対について」 政府関係機関に申し 入れ。 市   長 内閣官房長
官､外務大臣､
防衛庁･防衛
施設庁両長官

50.  6. 13 「 米海軍横須賀基地の機能集中強化反対に関する 意見書」 可決 市議会

50. 10. 13 「 米海軍横須賀基地の早期返還要求に関する 意見書」 可決 市議会

50. 12. 24 在日米軍施設区域の環境調査結果について発表 環境庁

50. 12. 26 米海軍横須賀基地の環境調査に係る 改善方について要請 市   長 外務大臣､環
境庁･防衛庁･
防衛施設庁各
長官､在日米
海軍司令部､
横須賀米海軍
基地司令官
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年 月 日
( 西暦)

内      容     要      旨 出       所 あ  て  先

基地対策のあゆみ　 昭和４ ５ 年( 1970年） ～昭和５ ４ 年（ 1979年）

51.  1. 16
( 1976)

在日米海軍司令官から 回答
昭50. 12. 26付け米海軍横須賀基地の環境調査結果に係る 改善方につい
ての要請に対し 、
1. 環境庁によ って指摘さ れた汚染問題を検討する 所存である 。
2. 米海軍は、 環境汚染に関する すべての問題について日本政府に協力
する 。
3. こ れら の問題について日米政府間で締結さ れている 各協定の条項内
において米海軍のも つ責任をはたすこ と を試みる も のである

在日米海軍司
令官

51.  1. 24 米海軍横須賀基地の環境調査結果の改善要請に係る 再要望 市　 長 外務大臣､環
境庁･防衛施
設庁両長官

51.  2.  4 「 米海軍横須賀基地内公害対策に関する 意見書」 可決 市議会

51.  4. 13 施設・ 区域内の石油類等危険物に対する 防災協力体制の確立について
要請
「 昭51. 2. 17発生し た吾妻倉庫地区における 石油漏出を契機に施設・
区域内の危険物に関し て実態を把握し 、 点検確認する こ と ができ 、 地
震を含む事故発生に備えて、 日米の相互援助協力体制が確立さ れる よ
う 要請する 。 」

市   長 外務･運輸両
大臣､防衛庁･
防衛施設庁･
海上保安庁･
環境庁･消防
庁各長官( 協
力要請)
在日米海軍司
令官､横須賀
米海軍基地司
令官､県知事

51.  8. 20 米海軍横須賀基地の環境汚染問題について立入視察 神奈川県・ 横
須賀市

51.  8. 24 貯油施設及び環境汚染源等について米海軍横須賀基地視察 市長ほか

51.  9. 17 横須賀港に寄港する 艦船の廃棄物の処理について照会
「 新聞報道さ れたミ ッ ド ウ ェ イ ほか２ 隻の艦船のし 尿処理方法の事実
の有無及び将来にわたる 対応策を承知し たい。 」

市　 長 在日米海軍司
令官､横須賀
米海軍基地司
令官

51.  9. 24 昭51. 9. 17付け照会に対する 回答
「 新聞報道は、 １ 人の新聞記者の質問に答えた在日米海軍の報道部に
よ る 言明を正確に引用し ている 。 ……米艦ミ ッ ド ウ ェ イ 及びその他い
く つかの艦はし 尿を保持する 設備をも っていない。 ……不適当ではあ
る が、 現時点では避けら れない。 ……
こ のよ う な状態は大き な心配事である がミ ッ ド ウ ェ イ 及び他の２ 艦船
は、 米国の法律によ って要求さ れている よ う に1981年ま でにはその設
備がと り つけら れる も のである 。 」

在日米海軍司
令官

市   長

51.  9. 25 横須賀港に寄港する 米艦船の廃棄物の処理について要望
「 昭51. 9. 24付けで在日米海軍司令官から 回答を得たが、 こ のよ う な
事実が存在する こ と は甚だ遺憾であり 、 「 ク リ ーンよ こ すか」 運動の
大き な障害と なる も のである 。
……「 ク リ ーンよ こ すか」 運動の趣旨を十分認識し 、 政府の責任にお
いて、 横須賀港寄港の米艦船に、 すみやかに廃棄物処理対策を講ずる
よ う 善処方要望する 。 」

市   長 外務･運輸･自
治各大臣､防
衛庁･防衛施
設庁･海上保
安庁･環境庁
各長官
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年 月 日
( 西暦)

内      容     要      旨 出       所 あ  て  先

基地対策のあゆみ　 昭和４ ５ 年( 1970年） ～昭和５ ４ 年（ 1979年）

52.  3. 末
( 1977)

横須賀海軍施設内に建設中の横浜海浜住宅地区（ 旧１ 号地） 代替住宅
（ 427戸のう ち） 高層288戸が完成

横浜防衛施設
局

52.  5. 20 横須賀港に寄港する 米艦船の廃棄物（ し 尿） の処理等について要望
1. ミ ッ ド ウ ェ イ は、 修理のため相当長期間横須賀港に滞港する と のこ
と である が、 入渠中のミ ッ ド ウ ェ イ に特段の措置を講じ 、 又同艦にし
尿処理装置の取付等の、 根本的改善をさ れたい。
2. ミ ッ ド ウ ェ イ 乗組員等米軍人によ る 市内における 犯罪発生の防止、
風紀の取締り について十分配慮さ れたい。

市   長 外務･運輸･自
治各大臣､防
衛庁･防衛施
設庁･海上保
安庁･環境庁
各長官､在日
米海軍司令
官､横須賀米
海軍基地司令
官

52.  6.  3 上記に対する 回答
1. し 尿処理の問題については、 ド ッ ク 入り の期間中のみでなく 近い将
来も 取り つけを終える こ と ができ ない。 私も 取付ける こ と が望ま し い
と 考えている が、 1981年以前完成さ れたいと の要望を上申し た。
し かし 予算上の都合、 改造の複雑さ など の観点から 、 予定さ れている
時期以前に取付可能と は言えない。
2. 横須賀市民の安全を守る こ と によ せる 貴下の心配を十分に理解し て
いる 。 非常にわずかの水兵達ではある が、 法を無視し た行動に出たこ
と は不幸なこ と である が、 こ れは米海軍将兵の行動を代表する も ので
はない。
私及び組織（ 艦） の司令官（ 艦長） がこ れを防止し 、 こ れら の者を直
ちに捕え、 処分する こ と を堅く 約束する 。
3. こ の回答文は、 し 尿処理問題、 犯罪防止について保証する も のでは
ないが、 こ れら の問題は相互にと って最も 重要な事柄である ので、 私
は貴下に協力する 所存である 。

在日米海軍司
令官

市   長

52.  8.  4 防災上の観点よ り 、 市長ほか市関係幹部職員15名が、 吾妻島を現地視
察し た。

52.  8. 10 自衛隊関係の排出物の処理について照会及び要請 市   長 横須賀防衛施
設事務所長

52.  8. 12 海上自衛隊艦艇係留桟橋の整備について同意要請
（ 52. 10. 4本件について回答）

横浜防衛施設
局

市長

52.  8. 29 第14回日米市長、 商工会議所会頭会議出席に際し て、 次の施設・ 区域
の返還を要望
1. 海軍兵員ク ラ ブ（ 再要望）
2. 稲岡地区（ 再要望）
3. 長井住宅地区（ 再要望）
（ 以上３ 施設は昭52. 12. 15日米合同委員会で返還が基本的に合意さ れ
た。 ）

市   長 米政府

52.  9. 12 池子弾薬庫の一部久木地区返還に伴う 代替施設について
「 久木地区返還に伴い、 同地区に所在する 一般倉庫２ 棟を、 横須賀海
軍施設内に移設し たいので同意を得たい。 」
（ 52. 12. 5本件について回答）

横浜防衛施設
局長

市   長

52.  9. 28 米海軍飛行機墜落事故について要望
1. こ のよ う な重大事故が、 今後発生し ないよ う に措置を講ぜら れる こ
と 。
2. 被害者に対する 処置について十分な配慮がなさ れる よ う 全国基地協
議会会長と し て要望する 。

市   長 外務･自治両
大臣､防衛庁･
防衛施設庁両
長官
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年 月 日
( 西暦)

内      容     要      旨 出       所 あ  て  先

基地対策のあゆみ　 昭和４ ５ 年( 1970年） ～昭和５ ４ 年（ 1979年）

52.  9. 28
 ( 1977)

米海軍機墜落事故に対する 要望
1. 飛行機が岩国基地に所属し ている も のであったと はいえ、 横須賀を
母港と する 空母ミ ッ ド ウ ェ イ に向って飛行中であっただけに重大な関
心を持たざる を得ない。
2. 私自身全国基地協議会会長である ので、 その立場も 含めて、 速やか
に原因の究明をする と と も に、 今後絶対にかかる 事故の発生なき よ う
強く 要望する 。

市   長 在日米海軍司
令官

52. 10.  1 横浜海浜住宅地区等の移転について同意要請

1. さ き に同意を得た横浜海浜住宅地区旧１ 号地区の代替施設を建設中
である が、 旧２ 号地の住宅関連施設の移設について、 日米間で検討を
続けてき た。
2. その結果、 旧２ 号地区の代替住宅350戸及び関連施設についても 横
須賀海軍施設内に集約整理する 以外に適当な方法がないと の結論に達
し た。
3. ま た、 相模原医療センタ ーのう ち病院及びその付属機能を横須賀海
軍施設内に整理縮小する こ と で基本的合意に達し た。
4. かねてから 要望さ れている 長井住宅地区、 稲岡地区及び海軍兵員ク
ラ ブの返還は、 横須賀海軍施設内に適当な代替施設を建設する こ と を
条件と し て、 ３ 施設の返還に応ずる と の米側の意向を得た。
5. 長井住宅地区の移転は、 横須賀海軍施設内における 医療施設を相模
原医療センタ ーの病院等と あわせて整理縮小する こ と によ り 敷地を確
保する 。
6. ３ 施設の返還跡地については、 横須賀市の要望に沿う よ う 当庁と し
ても 関係機関の調整に最善の努力をする 。

横浜防衛施設
局

市   長

52. 10.  4 海上自衛隊艦艇係留桟橋整備について同意する 旨回答 市   長 横浜防衛施設
局

52. 10.  5 空母ミ ッ ド ウ ェ イ のいわゆる 母港化４ 周年にあたって要望
1. ミ ッ ド ウ ェ イ の母港化は政府が認めたも ので、 地元市民が自ら の意
思で認めたも のではない。 し たがって横須賀市に対し て手厚い配慮を
する こ と が日本政府のと る べき 態度と 考える 。
2. 航空機事故は再発を絶対に引き 起こ さ ないこ と 。 し 尿たれ流し につ
いてなんら かの処置を講ずる こ と 。 ま た、 入港時における 諸種の事故
を防止する 対策を講ずる こ と 。
3. 米軍家族が真の意味において地域にと け込むこ と が必要である 。 こ
れは、 本市が求めて始ま ったこ と でないにせよ 、 重要な問題である と
思料する 。

市   長 総理･外務･大
蔵･自治･運輸
各大臣､防衛
庁･防衛施設
庁両長官､内
閣官房長官
( 協力要請) 在
日米海軍司令
官､横須賀米
海軍基地司令
官

52. 10. 11 基地問題に関する 市議会全員協議会開催
昭52. 10. 1付け政府文書等について、 特別委員会を設けて討議する こ
と を了承

特別委員会
（ 名称） ３ 施設返還特別対策委員会
（ 構成） 議長、 副議長
 　 公明党３ 名    自民同志会３ 名
　  民社党１ 名    清風会１ 名
   公正会１ 名    新政会４ 名
   日本社会党３ 名            計１ ８ 名（ 順不同）
（ 特別委員会開催状況）
  昭和52年11月1日、 14日、 22日、 30日、 12月3日
（ 現地視察）
 同年11月17日、 21日

市議会
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年 月 日
( 西暦)

内      容     要      旨 出       所 あ  て  先

基地対策のあゆみ　 昭和４ ５ 年( 1970年） ～昭和５ ４ 年（ 1979年）

52. 10. 20
( 1977)

米空母艦載機のジェ ッ ト エンジンテス ト 中止申入れ（ 電話によ る ） 横須賀市 横須賀基地司
令部

52. 11.  1 ジェ ッ ト 機のエンジンによ る 騒音公害の防止についての要望 市   長 在日米海軍司
令官､横須賀
米海軍基地司
令官､外務大
臣､防衛庁･防
衛施設庁･環
境庁各長官

52. 11. 17 同上について回答
「 ジェ ッ ト エンジンテス ト によ り 生ずる 好ま し く ない影響を認識し て
いる 。 将来のジェ ッ ト エンジンテス ト は、 作戦上必要である と 思われ
る 場合のみに行われる 。 」

在日米海軍司
令官

市長

52. 11. 16 「 汐入婦女暴行強盗事件」 に関連し て緊急申し 入れ
1. 今回の汐入事件は、 日米双方にと って甚だ遺憾である 。
2. 市民が納得でき る 最も 適切な処理をさ れたい。
3. 基地から かなり 離れた場所で、 抵抗力の弱かった市民が、 かかる 被
害を被ったこ と は、 一般市民に与える 不安と 怒り は大変に大き い。
4. こ れを機会に今後の事故発生防止について万全を期さ れたい。
5. 日米（ 関係行政機関等） で連絡委員会的機関の設置を提案をする 。

市   長 在日米海軍司
令官･横須賀
米海軍基地司
令官

52. 11. 22 米軍人によ る 犯罪防止連絡会議開催（ 第１ 回）
（ 日本側） 県、 県警、 市
（ 米軍側） 在日米軍捜査局、 横須賀米海軍基地憲兵隊

52. 11. 30 昭52. 11. 16付け「 汐入事件」 に関する 回答
1. 日米の親善を増進さ せる ため多く の処置がと ら れている こ の時に、
米軍人の犯罪が生じ た事に心を痛めており ま す。
2. 犯罪に対する 措置を話し あう ため市、 県の代表並びに米軍の代表の
間の連絡調整が必要である と のご提案には賛成いたし ま す。
３ . こ のこ と を議題と する 会議が11月22日開催さ れま し たが、 こ れ
は、 こ の事件を扱う のに非常にタ イ ミ ングのよ い方法である と 感じ 、
私は、 その会のと った措置を個人的に支援し ており ま す。

在日米海軍司
令官

市   長

52. 12.  5 横浜海浜住宅等の移転と 米軍３ 施設の返還について要望
（ ３ 施設返還特別対策委員会における 結論）
「 ……平和産業港湾都市建設の市是実現のため邁進し ている 本市の実
情並びに衣笠弾薬庫及び久里浜倉庫地区等の本市への転換問題が、 今
なお未解決である 点など に鑑み、 こ の際、 市民感情を考慮すれば、 こ
れを容易に容認する こ と は困難である 。
し かし ながら 、 今回の措置に至る ま での日米両国家間の諸事情等につ
いても 理解する にやぶさ かでないので、 長井住宅地区、 稲岡地区及び
海軍兵員ク ラ ブの返還については、 本市への返還が早期に実現する よ
う 努力さ れる こ と を市長に要望する 。 」

市議会議長 市   長
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年 月 日
( 西暦)

内      容     要      旨 出       所 あ  て  先

基地対策のあゆみ　 昭和４ ５ 年( 1970年） ～昭和５ ４ 年（ 1979年）

52. 12.  5
( 1977)

横浜海浜住宅地区等の施設の移転について回答
「 昭52. 9. 12付け及び10. 1付けで要請のあった件については、 市議会
に諮ったと こ ろ慎重な審議が重ねら れた結果、 上記のよ う な結論に接
し た。 市政に与える 影響等、 諸問題について深く 憂慮せざる を得な
い。 本職と し ては、 進んで賛意を表し 、 歓迎する 性質のも のではない
要素が多分にある が、 こ れま での日米両国間の諸事情も 考慮する と
き 、 こ の際、 本要請を受け入れる こ と は、 やむを得ないと 判断し 、 貴
意に添い同意する 。 」 。
（ 返還にあたっての申し 入れ事項）
1. 返還にあたっては一括でなく 昭和57年度に目途に逐次返還する こ
と 。
2. 跡地は全部無償無条件で本市へ譲与さ れたい。
3. 跡地へ建設する 施設への国の財政的援助。
4. 基地交付金の増額のほか財政的な優遇措置をと る こ と 。
5. 猿島を無償無条件で本市に譲与さ れたい。
6. 陸上自衛隊武山駐屯地敷地の一部3, 000㎡を本市へ譲与さ れたい。
7. 基地内のごみは自己処理さ れたい。
8. 基地が存する ための公害及び米軍によ る 犯罪の積極的防止策をと ら
れたい。
9. 制限水域は必要最小限に縮小さ れたい。
 なお、 かねてよ り 未解決と なっている 本市と 横浜市と の境界問題に
ついては、 本市が当初から 主張する 境界で決着がつく よ う 特段の援助
をお願いする 。

市   長 横浜防衛施設
局長( 協力要
請) 県知事

52. 12. 19 横浜海浜住宅地区等の移転並びに返還について
「 さ き に御同意を戴いた結果、 横浜海浜住宅地区等の移転並びに長井
住宅地区等３ 施設の返還が12月15日開催の日米合同委員会で承認さ れ
たので、 御通知申し 上げま す。
当局と 致し ま し ては、 貴職の御要望のあった事項の実現につき ま し て
は、 最大の努力を致す所存であり ま す。 」

横浜防衛施設
局長

市   長

52. 12. 23 基地問題に関する 要望書提出
（ 市議会議長及び３ 施設返還特別対策委員会委員長同道）
「 ……米軍施設の三つの施設の返還を条件に、 他都市に所在する 米軍
施設を、 横須賀市所在の米軍基地内に集約・ 統合・ 移設する 計画であ
る 。
……集約・ 統合は、 国の立場から はやむをえぬ方途と 考えら れる が、
横須賀市民の立場から 言えば、 市民自ら の意思決定によ る も のでな
く 、 ま た、 進んで賛意を表し 、 歓迎する も のではない。
……横須賀市民が必要以上の犠牲を強いら れ、 し わよ せを被る よ う な
結果が現実に招来さ れる こ と については、 その犠牲者である 横須賀市
民に対し て国家によ り 特段の配慮があってし かる べき も のと 考えてお
り ま す。 」
（ 要望にあたっての申し 入れ事項）
1. ３ 施設の速やかな返還。
2. 返還後の跡地は無償、 無条件で本市に譲与さ れたい。
3. 跡地へ建設する 建物に対し て格別の配慮によ り 援助さ れたい。
4. 猿島を無償無条件で本市へ譲与のう え別途策定する 諸計画の実現に
つき 格段の援助を願いたい。

市   長 総理･大蔵･外
務･自治各大
臣､防衛庁･防
衛施設庁両長
官

52. 12. 28 横須賀海軍施設内に横浜海浜住宅地区（ 旧２ 号地） の代替住宅350戸
の建設に着工

横浜防衛施設
局

53.  2.  1
( 1978)

横須賀港内公有水面埋立てに係る 工事の竣工通知受理
1. 埋立面積114, 166. 67平方メ ート ル
2. 埋立承認年月日昭和44年10月23日

横浜防衛施設
局長

港湾管理者の
長( 市長)
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年 月 日
( 西暦)

内      容     要      旨 出       所 あ  て  先

基地対策のあゆみ　 昭和４ ５ 年( 1970年） ～昭和５ ４ 年（ 1979年）

53.  2.  8
( 1978)

（ 新聞報道）
ク レ ータ ー米海軍長官は、 ７ 日、 米国下院軍事委員会において、 わが
国の横須賀を母港と し ている 米第７ 艦隊の空母ミ ッ ド ウ ェ イ が、
「 米国の戦略抑止力の部分をなす核攻撃用航空機の母艦の役割を果た
し てき た。 」 と 言明し 、 ミ ッ ド ウ ェ イ の艦載機が核装備さ れている こ
と を強く 示唆し た。
（ 外務省）
1. 核持込みが日米安保条約の事前協議の対象と なっている こ と 。
2. わが国が非核三原則をと っている こ と を米国も よ く 承知し ている 。
など の点から 「 核持込みについて事前協議の通報は一度も なかった」
ので、 わが国への核持込みはないと 全面否定。
（ 米国務省声明）
米国は日米安保条約及びその関連取極の下で、 日本に対する 約束を忠
実に尊重し てき た。 米国は核兵器に対する 日本国民の特殊な感情を十
分に理解し ている 。

新聞報道

53.  2. 13 「 核問題」 につき 、 市長の見解、 態度は、 従来（ 48. 10. 4及び49. 10. 7
付け声明） と 変っていないこ と を重ねて表明

市   長 外務省、 防衛
庁

53.  3.  9 泊浦湾埋立に関し て「 土地の確認について」 及び「 町の区域の変化に
ついて」 議案可決確定

市議会

53.  4. 18 「 新たに生じ た土地の確認」 及び「 町区域変更届出」 について告示 神奈川県知事

53.  5. 23 「 旧軍港市転換法」 の一部改正
（ 改正部分）
1. 旧軍港市国有財産処理審議会の委員の数（ 19人→16人）
2. 上記委員の任命権者（ 総理大臣→大蔵大臣）
3. 審議会の設置場所（ 大蔵省→関東財務局）

大蔵省

53.  6.  8 昭52. 12. 23付けの「 基地問題に関する 要望書」 提出に引続き 、 政府関
係機関あて再要望

市   長 総理･大蔵･外
務･自治各大
臣､防衛庁･防
衛施設庁両長
官

53.  6. 13 横須賀渉外連絡会が市長、 横須賀警察署長及び米海軍横須賀基地司令
官の出席によ り 開催、 発足と なる 。 会議の性格、 運営方法等について
協議を行った。

53.  7. 18 第２ 回横須賀渉外連絡会を開催
主と し て本町地区住民のも つ苦情、 要望を米海軍及び警察に要望し
た。
1. 補償問題
2. Ｓ Ｐ パト ロ ールの増強について
3. 携帯ラ ジオの騒音問題
4. 警察のパト ロ ールについて

53.  7. 26 返還が基本的に決定し た稲岡地区、 海軍兵員ク ラ ブそし て長井住宅地
区のいわゆる ３ 施設と 猿島を含めた「 四施設利用計画協議会」 が市民
代表の参加を得て発足（ 要綱の制定）
※53. 8. 23委員委属

横須賀市

53.  9.  7 四施設利用計画協議会の第１ 回会議が開催さ れた。 四施設利用計
画協議会

53.  9. 21 米海軍ミ サイ ル巡洋艦リ ーヒ ーが東京湾内の第３ 海堡へ衝突、 艦底の
一部を破損し た。

米 海 軍
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年 月 日
( 西暦)

内      容     要      旨 出       所 あ  て  先

基地対策のあゆみ　 昭和４ ５ 年( 1970年） ～昭和５ ４ 年（ 1979年）

53.  9. 22
( 1978)

「 米艦船の航行に万全を期する よ う 」 要望 市   長 在日米海軍司
令官

53.  9. 25 「 今後、 十分に配慮する 」 旨の回答文書受理 在日米海軍司
令官

市   長

53.  9. 29 旧軍港市転換法の一部改正後、 初の旧軍港市国有財産処理審議会が開
催さ れた。

大蔵省関東財
務局

53. 10.  5 米空母ミ ッ ド ウ ェ イ のいわゆる 母港化５ 周年にあたり 声明を発表
「 母港化は、 国と 国と の話し 合いによ り 決定さ れたも ので、 市と し て
は可能なかぎり 現実的な対処をする こ と が最善の途と 考える 。
それは、 約束ごと の実行、 懸案事項の解決であって、 こ れら を通じ て
市民の生活の安全と 財産の保護及び福祉の向上につと め、 平和産業港
湾都市を目指し た本市の発展を図る こ と である 。 」

市   長

53. 10. 30 第３ 回横須賀渉外連絡会を開催。 米軍人によ る 犯罪事件の増加につい
て、 その対策を米海軍及び警察に要望し た。
1. 米海軍横須賀基地所属の保安専門官が就任し 犯罪防止のための訓
練、 教育を強化し ている 。
2. 時間帯によ る Ｓ Ｐ パト ロ ールの増強を行う 。
3. 本町、 汐入駅前交番の人員を必要に応じ 増員し 、 特別編成の集団警
ら 隊を配備する 。

53. 12.  4 続発する 米兵等の犯罪に対する 防止策について緊急の申し 入れ。 市   長 在日米海軍司
令官､米海軍
第7艦隊司令
官､米海軍横
須賀基地司令
官

53. 12.  8 上記に対する 回答
「 多く の艦船が入港し た時、 事件が多く 起こ る と いう ご指摘は正し
い。 私たちは海軍軍人非行を最小にする こ と について引き 続き 努力す
る 。 」
「 米海軍軍人によ る ど のよ う な犯罪行為も 、 ま た無秩序な行為も 決し
て許さ ず、 ま た適切な対策をこ れから も と り 続ける 。 」

在日米海軍司
令官､米海軍
横須賀基地司
令官

市   長

53. 12. 14 第４ 回横須賀渉外連絡会を開催。
本町地区住民のも つ苦情等を米海軍及び警察に伝達し た。

53. 12. 14 助役以下関係者と 本町地区住民の代表者が、 米兵によ る 犯罪、 ト ラ ブ
ル多発地区を視察。
その結果、 本町地区周辺の住宅地に街路灯( 8) 、 防犯灯( 15) 、 公園照
明灯( 2) を特定防衛施設周辺整備調整交付金を充当し て年内に増設し
た。

横須賀市

53. 12. 22 米海軍基地司令官は、 本町地区周辺の住宅地に通ずる 道路の要所に
「 米兵立入禁止」 表示10ヶ 所設置し た。

53. 12. 末 横須賀海軍施設内に建設の横浜海浜住宅地区（ 旧１ 号地） 代替住宅
（ 427戸のう ちの残り ） 低層139戸が完成。

横浜防衛施設
局

54.  1.  6
( 1979)

海上自衛隊横須賀水雷調整所を横須賀造修所内（ 船越町） から 吾妻島
へ移転さ せる こ と について意向照会

大蔵省関東財
務局横須賀出
張所長

市   長
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年 月 日
( 西暦)

内      容     要      旨 出       所 あ  て  先

基地対策のあゆみ　 昭和４ ５ 年( 1970年） ～昭和５ ４ 年（ 1979年）

54.  1. 22
( 1979)

上記事案について、 市議会市政特別対策委員会へ協議 市議会

54.  1. 29 昭54. 1. 6付けの照会に対し 、 同意する 旨の回答 市長 大蔵省関東財
務局
横須賀出張所
長

54.  3.  8 「 稲岡地区の返還」 が正式に合意さ れた。 日米合同委員
会

54.  4.  4 米兵によ る と 思われる 事件が広がり 、 市長はこ のこ と を憂慮し 強力な
防犯体制を強く 要請し た。

市   長 在日米海軍司
令官､米海軍
第7艦隊司令
官､米海軍横
須賀基地司令
官

54.  4.  5 上記に対する 回答
「 少数のも のと はいえ、 犯罪は絶対にあってはなら ず、 強い防犯体制
をたてる 。 」

在日米海軍司
令官､米海軍
横須賀基地司
令官

市   長

54.  4. 20 第５ 回横須賀渉外連絡会を開催
市長、 横須賀警察署長、 米海軍横須賀基地司令官が出席し た。
1. 米軍人等の外出時間制限問題
2. Ｓ Ｐ パト ロ ール強化問題（ 範囲の拡大を含む）
3. 外出者の制服着用問題
4. 外出から 帰還し た兵員のチェ ッ ク 方法はと れないのか
5. オフ リ ミ ッ ト 地域の拡大について
以上の件について文書で回答する よ う 要望し た。

54.  5.  4 前記について回答
1. 外出時間制限（ 門限） 問題について
市内に住む者が多数いる ので門限は不可能である 。
2. Ｓ Ｐ パト ロ ール強化問題（ 範囲の拡大を含む）
艦船が多数入港し た時など には増強し 、 横須賀警察と の共同パト ロ ー
ルを実施し ている 。 必要に応じ 車によ る 広い地域のパト ロ ールを行っ
ている
3. 外出者の制服着用問題
上陸時に私服着用の権利は米海軍の政策と なっている 。
4. 外出から 帰還し た兵員のチェ ッ ク について
管理上から みて取り 扱いにく い。 事件が発生し た時は直ちに門衛が通
報を受け容疑者を警戒する よ う 指示さ れている 。
5. オフ リ ミ ッ ト 地域の拡大について
　 市側から 要請があればいつでも 考慮する 。

米海軍横須賀
基地司令官

市   長

54.  5.  7 昨年後半よ り 市内広範囲におよ ぶ地区において女性など から の14件に
のぼる ひったく り 事件が発生し 、 横須賀署は本日ま でに基地海兵隊所
属米兵５ 名全員を逮捕し た。

54.  7. 23 第６ 回横須賀渉外連絡会を開催
オフ リ ミ ッ ト 地区の拡大について要望し 、 協力を得る こ と になった。
ミ ッ ド ウ ェ イ 入港中の防犯対策の強化を要望し た。

54.  7. 28 「 海軍兵員ク ラ ブの返還」 が正式に合意さ れた。 日米合同委員
会

54.  8.  9 米空母ミ ッ ド ウ ェ イ 艦内の空調機械室で火災発生
死亡  日本人１ 人   軽傷  日本人２ 人・ 米軍人17人

横須賀海軍施
設
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年 月 日
( 西暦)

内      容     要      旨 出       所 あ  て  先

基地対策のあゆみ　 昭和４ ５ 年( 1970年） ～昭和５ ４ 年（ 1979年）

54 . 8. 17
( 1979)

横須賀海軍施設内に海軍兵員ク ラ ブの代替施設の建設に着工 横浜防衛施設
局

54.  8. 末 横須賀海軍施設内に建設中の横浜海浜住宅地区（ 旧２ 号地） 代替住宅
（ 350戸のう ち） 高層96戸が完成

横浜防衛施設
局

54. 12. 11 第７ 回横須賀渉外連絡会を開催
ク リ ス マス 、 歳末時期における 警備の強化を要望

54. 12. 16 米兵など によ る 犯罪、 ト ラ ブルを防止する ため、 本町地区周辺の住宅
地について、 さ ら に10ヶ 所防犯灯を設置し た。

横須賀市
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